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（
日
曜
日
、
土
曜
日
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休
日
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刊
）
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規

則

○
東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
医
療
政
策
部
医
療
人
材
課
）…
�

規

則

東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
七
十
五
号

東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
定
義
）

第
一
条
の
二

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
指
定
施
設
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
都
内
に
存
す
る
施
設
等
（
第
十

一
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
の
許
可
を
受
け
た
病
床
が
二
百
床
未
満

の
病
院

二

医
療
法
第
七
条
の
許
可
を
受
け
た
病
床
数
の
う
ち
精
神
病
床
数
が
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占

め
る
病
院

三

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所

四

医
療
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所

五

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療

型
障
害
児
入
所
施
設

六

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関

七

地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特

定
町
村
（
保
健
師
の
場
合
に
限
る
。
）

八

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人

保
健
施
設

九

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院

十

介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
四
項
に

規
定
す
る
訪
問
看
護
に
限
る
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
所

十
一

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
施
設

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
都
内
施
設
）

第
二
条
の
二

条
例
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
都
内
に
存
す
る
施
設
で
あ

つ
て
、
医
療
法
そ
の
他
法
令
に
基
づ
き
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
い
ず
れ
か

を
配
置
す
る
も
の
（
前
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
を
い
う
。

第
三
条
中
「
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
削
り
、
「
大
学
院
修
士
課
程
に
在
学
し
て
い
る
者
」
を
「
大
学

院
に
在
学
し
て
い
る
者
又
は
在
学
す
る
予
定
の
者
」
に
改
め
、
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号

を
第
五
号
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
修
学
生
」
と
い
う
。
）
」
を
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「
修
学
生
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
返
還
事
由
に
該

当
し
た
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
理
由
に
該
当
し
、
か
つ
、
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
返
還
債
務
の
履
行
の
全
部
を
猶
予
さ
れ
な
か
つ
た
と
き
、
又
は
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予

（
以
下
「
履
行
猶
予
」
と
い
う
。
）
の
額
に
変
更
が
あ
つ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項

と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
履
行
猶
予
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
毎
年
四

月
一
日
現
在
に
お
け
る
養
成
施
設
等
に
係
る
在
学
状
況
に
つ
い
て
、
同
項
第
四
号
に
定
め
る
履
行
猶

予
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
毎
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
看
護
業
務
の
従
事
状
況
に
つ
い
て
、

現
況
届
（
別
記
第
十
六
号
様
式
）
に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
返
還
期
間
）

第
九
条
の
二

条
例
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
修
学
資
金
の
貸
与
を
受

け
た
者
が
選
択
し
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
修
学
資
金
の
貸
与
金
額
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
と
す
る
。

一

月
額
二
万
五
千
円

四
年
間

二

月
額
五
万
円

四
年
間

三

月
額
七
万
五
千
円

六
年
間

四

月
額
十
万
円

八
年
間

（
履
行
猶
予
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
返
還
債
務
の
額
）

第
九
条
の
三

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
履
行
猶
予
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
返
還
債
務
の

額
は
、
別
表
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
履
行
猶
予
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
表
中
欄
に
掲

げ
る
貸
与
金
額
の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
の
免
除
（
以
下
「
免
除
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者

に
あ
つ
て
は
、
貸
与
を
受
け
た
金
額
か
ら
当
該
免
除
を
受
け
た
額
を
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
返
還
債
務
の
当
然
免
除
又
は
裁
量
免
除
」
を
「
履
行
猶
予
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
中
「
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
返
還
債
務
の

免
除
」
を
「
履
行
猶
予
」
に
、
「
修
学
資
金
返
還
免
除
申
請
書
」
を
「
修
学
資
金
返
還
猶
予
申
請
書
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
修
学
資
金
返
還
免
除
承
認
・
不
承
認
通
知
書
」
を
「
修
学
資
金
返
還
猶
予

承
認
・
不
承
認
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
及
び
第
十
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
返
還
債
務
の
額
）

第
十
条
の
二

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
返
還
債
務
の
額
は
、

別
表
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
貸
与
金

額
の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。

（
免
除
の
要
件
）

第
十
条
の
三

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
養
成
施
設
で
貸

与
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
卒
業
後
、
大
学
院
に
お
い
て
貸
与
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
修
了
後
、

直
ち
に
、
指
定
施
設
又
は
都
内
施
設
に
お
い
て
看
護
業
務
に
従
事
し
た
者
が
当
該
各
施
設
に
お
い
て

看
護
業
務
に
従
事
し
な
く
な
つ
た
後
、
直
ち
に
、
他
の
指
定
施
設
又
は
都
内
施
設
に
お
い
て
看
護
業

務
に
従
事
し
た
場
合
（
当
該
各
施
設
に
お
い
て
看
護
業
務
に
従
事
し
な
く
な
つ
た
後
、
直
ち
に
、
他

の
指
定
施
設
又
は
都
内
施
設
に
お
い
て
看
護
業
務
に
従
事
し
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
当
該

各
施
設
に
お
い
て
通
算
し
て
五
年
間
又
は
七
年
間
看
護
業
務
に
従
事
し
た
場
合
と
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
返
還
債
務
の
履
行
猶
予
」
を
「
免
除
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十

二
条
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
」
を
「
免
除
」
に
、
「
修
学
資
金

返
還
猶
予
申
請
書
」
を
「
修
学
資
金
返
還
免
除
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
修
学
資
金
返
還

猶
予
承
認
・
不
承
認
通
知
書
」
を
「
修
学
資
金
返
還
免
除
承
認
・
不
承
認
通
知
書
」
に
改
め
る
。

附
則
の
次
に
別
表
と
し
て
次
の
二
表
を
加
え
る
。

別
表
一
（
第
九
条
の
三
関
係
）

履
行
猶
予
の
要
件

貸
与
金
額

履
行
猶
予
の
額

一

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第

一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号

に
該
当
し
た
と
き
。

条
例
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
額
貸
与
を
受
け
た
者
が
選
択
し
た

貸
与
金
額
に
貸
与
を
受
け
た
月

数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第

四
号
に
該
当
し
た
と
き
（
指

定
施
設
に
お
い
て
看
護
業
務

条
例
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
に
掲
げ
る
額

貸
与
を
受
け
た
者
が
選
択
し
た

貸
与
金
額
に
貸
与
を
受
け
た
月

数
を
乗
じ
て
得
た
額
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に
従
事
し
て
い
る
と
き
に
限

る
。
）
。

条
例
第
四
条
第
四
号
に
掲
げ
る

額

七
万
五
千
円
に
貸
与
を
受
け
た

月
額
を
乗
じ
て
得
た
額

三

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第

四
号
に
該
当
し
た
と
き
（
都

内
施
設
に
お
い
て
看
護
業
務

に
従
事
し
て
い
る
と
き
に
限

る
。
）
。

条
例
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
額
二
万
五
千
円
に
貸
与
を
受
け
た

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

四

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第

五
号
に
該
当
し
た
と
き
。

条
例
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
額
貸
与
を
受
け
た
者
が
選
択
し
た

貸
与
金
額
に
貸
与
を
受
け
た
月

数
を
乗
じ
て
得
た
額

別
表
二
（
第
十
条
の
二
関
係
）

免
除
の
要
件

貸
与
金
額

免
除
の
額

一

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第

一
号
に
該
当
し
た
と
き
。

条
例
第
四
条
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
額

貸
与
を
受
け
た
者
が
選
択
し
た

貸
与
金
額
に
貸
与
を
受
け
た
月

数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第

二
号
に
該
当
し
た
と
き
（
看

護
業
務
に
五
年
間
従
事
し
た

と
き
に
限
る
。
）
。

条
例
第
四
条
第
三
号
又
は
第
四

号
に
掲
げ
る
額

五
万
円
に
貸
与
を
受
け
た
月
数

を
乗
じ
て
得
た
額

三

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第

二
号
に
該
当
し
た
と
き
（
看

護
業
務
に
七
年
間
従
事
し
た

と
き
に
限
る
。
）
。

条
例
第
四
条
第
三
号
又
は
第
四

号
に
掲
げ
る
額

二
万
五
千
円
に
貸
与
を
受
け
た

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

四

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第

三
号
に
該
当
し
た
と
き
。

条
例
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
額
二
万
五
千
円
に
貸
与
を
受
け
た

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

五

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第

四
号
に
該
当
し
た
と
き
（
看

護
業
務
に
五
年
間
従
事
し
た

と
き
に
限
る
。
）
。

条
例
第
四
条
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
額

貸
与
を
受
け
た
者
が
選
択
し
た

貸
与
金
額
に
貸
与
を
受
け
た
月

数
を
乗
じ
て
得
た
額

条
例
第
四
条
第
三
号
又
は
第
四

号
に
掲
げ
る
額

五
万
円
に
貸
与
を
受
け
た
月
数

を
乗
じ
て
得
た
額

六

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第

四
号
に
該
当
し
た
と
き
（
看

護
業
務
に
七
年
間
従
事
し
た

と
き
に
限
る
。
）
。

条
例
第
四
条
第
三
号
又
は
第
四

号
に
掲
げ
る
額

二
万
五
千
円
に
貸
与
を
受
け
た

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

七

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第

五
号
に
該
当
し
た
と
き
。

条
例
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
額
貸
与
を
受
け
た
者
が
選
択
し
た

貸
与
金
額
に
貸
与
を
受
け
た
月

数
を
乗
じ
て
得
た
額

備
考一

二
の
項
上
欄
に
該
当
し
免
除
を
受
け
た
者
が
三
の
項
上
欄
に
該
当
し
た
場
合
は
、
当
該
免
除

に
係
る
額
に
加
え
て
、
同
項
下
欄
に
掲
げ
る
額
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

五
の
項
上
欄
に
該
当
し
免
除
を
受
け
た
者
（
貸
与
金
額
の
区
分
が
条
例
第
四
条
第
三
号
又
は

第
四
号
に
掲
げ
る
額
で
あ
る
者
に
限
り
、
備
考
三
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）

が
六
の
項
上
欄
に
該
当
し
た
場
合
は
、
当
該
免
除
に
係
る
額
に
加
え
て
、
同
項
下
欄
に
掲
げ
る

額
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

都
内
施
設
に
お
い
て
看
護
業
務
に
従
事
し
、
五
の
項
上
欄
に
該
当
し
た
場
合
に
お
け
る
免
除

の
額
は
、
同
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
万
五
千
円
に
貸
与
を
受
け
た
月
数
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。

四

都
内
施
設
に
お
い
て
看
護
業
務
に
従
事
し
、
六
の
項
上
欄
に
該
当
し
た
場
合
に
お
け
る
免
除

の
額
は
、
同
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
零
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
()表
中
「修

学
資
金
（
第

種
）
貸
与
申
込
書

」
を
「修

学
資
金
貸
与
申
込
書

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
、
同
様
式
()裏
中

「

」
を
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「

」
に
、

「２０歳

」
を
「１８歳
」
に
、
「養

成
施
設
等

」
を
「学

校
又
は
養
成
施
設
等

」
に
、
「備

え
る
者

」
を

「

」
に
、
「施

設
長

」
を
「学

校
長
又
は
施
設
長

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「及

び
収
入
証
明
書
類

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「貸
与
の
種
類

」
を
削
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
()表
中
「指

定
施
設
証
明

」
の
次
に
「又

は
都
内
施
設
証
明

」
を
加
え
、
「（

大

学
院
修
士
課
程
を
除
く
。
）

」
を
削
り
、
同
様
式
()裏
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
十
五
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
十
七
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
か
ら
第
二
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「貸

与
の
種
類

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
()裏
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
十
三
号
様
式
か
ら
第
二
十
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
十
七
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の

規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
貸
与
の
決
定
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
与
の
決
定
を

受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施

行
規
則
の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す

る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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